
    令和 6（２０２4）年 1 月 10 日（1） 

 

Ｃ Ｂ Ａ 

職 

種 

一
般
行
政
職
（
保
健
師
） 

一
般
行
政
職
（
保
育
士
） 

※
社
会
人
経
験
者 

一
般
行
政
職
（
保
育
士
） 

若
干
名 

Ａ
・
Ｂ
合
わ
せ
て 

１
名 

採
用
予
定
者
数 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
６
年
度
４
月
採
用 

（
追
加
募
集
） 

本
山
町
職
員
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ 

 
 〇

職
種
及
び
採
用
予
定
人
員 

         

〇
給
与
・
勤
務
条
件
等 

給
与
は
本
山
町
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に 

よ
る
。
勤
務
条
件
等
は
本
山
町
一
般
職
員
の
例
に
よ
る
。 

〇
受
験
資
格 

 

① Ａ…

平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
保
育
士
免

許
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
令
和
６
年
３
月
ま
で
に
取
得

見
込
み
の
者
。 

Ｂ…

昭
和
59
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
者
で
保
育
士
免
許
を
有
す
る
者
。 

Ｃ…

昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
保
健
師

免
許
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
令
和
６
年
３
月
ま
で
に
取

得
見
込
み
の
者
。 

②
本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
採
用
後
本
山
町
に

居
住
で
き
る
者
。 

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、受
験
で
き
ま
せ
ん
。 

㋐
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

者
。 

㋑
本
山
町
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該

処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者
。 

㋒
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力

で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体

を
結
成
し
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者
。 

〇
提
出
書
類 

①
受
験
申
込
書
【
※
】 

②
第
一
次
試
験
結
果
通
知
申
出
書
【
※
】（
Ｃ
は
不
要
） 

③
Ａ
・
Ｂ
を
受
験
す
る
者
は
、
保
育
士
証
の
写
し
ま
た
は
資

格
取
得
見
込
証
明
書 

Ｃ
を
受
験
す
る
者
は
、
資
格
免
許
状
の
写
し
ま
た
は
資
格
取

得
見
込
証
明
書 

④
写
真
２
枚
（
縦
４
㎝×

横
３
㎝
）…

う
ち
１
枚
は
申
込
書

へ
貼
付
の
う
え
提
出
す
る
こ
と
。 

【
※
】
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可 

〇
受
付
期
間 

１
月
11
日
（
木
）
～
１
月
26
日
（
金
） 

受
付
は
、
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
（
昼
休
み
除

く
）
ま
で
、
役
場
二
階
総
務
課
に
て
行
い
ま
す
。（
代
理
人

可
） 

郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
１
月
26
日
（
金
）
の
消
印
ま
で

有
効
。
封
筒
の
表
に
「
採
用
試
験
申
込
書
」
と
朱
書
き
し
、

必
ず
簡
易
書
留
に
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

〇
第
一
次
試
験 

【
日
時
】
２
月
11
日
（
日
）
午
前
10
時 

【
場
所
】
本
山
町
内
（
詳
細
は
受
験
者
に
通
知
） 

 

【
合
格
発
表
】 

本
山
町
役
場
正
面
玄
関
に
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
受
験
者
に
通
知
し
ま
す
。 

※
本
山
町
は
、
障
が
い
者
の
雇
用
の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
詳
細
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

https://w
w
w
.tow

n.m
otoyam

a.kochi.jp 

【
令
和
５
年
度
臨
時
特
別
給
付
金 

（
３
万
円
）
を
未
申
請
の
方
へ
】 

本
山
町
で
は
、
今
年
７
月
に
、
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
条

件
を
満
た
す
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
対
し
、「
臨
時
特
別
給
付
金

支
給
要
件
確
認
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
返
信
を
ま
だ
さ

れ
て
い
な
い
世
帯
に
つ
き
ま
し
て
は
、
確
認
書
に
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
付
し
、同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。 

※
転
入
前
市
町
村
で
受
給
し
て
い
な
い
世
帯
が
転
入
先
市
町

村
の
基
準
日
以
降
の
転
入
に
よ
り
転
居
前
後
の
い
ず
れ
の

市
町
村
か
ら
も
支
給
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
住
民
税
非
課

税
世
帯
か
ら
の
申
請
を
新
た
に
受
け
付
け
る（
申
請
や
確
認

書
の
返
送
を
忘
れ
た
者
等
を
除
く
）こ
と
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
該
当
の
方
は
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
こ
の
給
付
金
受
付
の
締
め
切
り
は
、
令
和
６
年
１

月
31
日
ま
で
と
し
て
お
り
ま
す
（
期
限
を
過
ぎ
て
の
受
付

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
住
民
班 

電
話 

76-

２
１
１
５ 

  

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１１９号  



    令和 6（２０２4）年 1 月 10 日（2） 

 

令
和
６
年
度
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
） 

の
申
告
に
つ
い
て 

 

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の
償
却
資
産
（
事
業

用
資
産
）
に
つ
い
て
も
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

償
却
資
産
と
は
、
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
等
を
い
い
、
償
却
資
産

を
所
有
す
る
法
人
ま
た
は
個
人
の
方
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
本
山
町
内
に
あ
る
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
の
取
得
価

格
や
取
得
時
期
等
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
地
方
税
法
第
３８３

条
の
規
定
に
よ
る
） 

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
償
却
資
産
申
告

の
手
引
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
役
場
税
務
班
で
も
配
布
し

て
お
り
ま
す
。） 

【
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
】 

 
 

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
減
価
償
却
額
又
は
減
価
償
却

費
が
法
人
税
法
又
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計

算
上
損
金
又
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
こ
れ
に

類
す
る
資
産
で
法
人
税
又
は
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
者
が

所
有
す
る
も
の
を
含
む
）
を
い
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
資
産
も
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。 

① 

償
却
済
資
産
（
耐
用
年
数
が
経
過
し
、
帳
簿
上
で
備
忘

価
格
１
円
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

② 

建
設
仮
勘
定
で
経
理
さ
れ
て
い
る
資
産
（
そ
の
一
部
が

事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

③ 

決
算
期
以
降
に
取
得
さ
れ
た
資
産
で
未
だ
固
定
資
産
勘

定
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
資
産 

④ 

簿
外
資
産
（
会
社
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
資
産
） 

⑤ 

遊
休
資
産
（
稼
働
を
休
止
し
て
い
る
が
い
つ
で
も
稼
働

で
き
る
状
態
に
あ
る
資
産
） 

⑥ 

未
稼
働
資
産
（
既
に
完
成
し
て
い
る
が
未
だ
稼
働
し
て

い
な
い
資
産
） 

⑦ 

改
良
費
（
資
本
的
支
出
） 

⑧ 

赤
字
決
算
の
た
め
減
価
償
却
を
行
っ
て
い
な
い
資
産 

⑨ 

租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適
用
し
、
即
時
償
却
・
特

別
償
却
・
割
増
償
却
し
て
い
る
資
産 

⑩ 

資
産
の
所
有
者
が
事
業
と
し
て
他
人
に
貸
し
付
け
て
い

る
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
、
レ
ン
タ
ル
資
産
） 

⑪ 

従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
（
社
宅
・
寮
等
）
の
構
築
物
、

器
具
備
品 

【
申
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
資
産
】 

① 

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も

の
（
小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
コ
ン
バ
イ
ン 

な
ど
） 

② 

営
業
権
や
特
許
権
な
ど
の
無
形
減
価
償
却
資
産 

③ 

繰
延
資
金
（
開
業
費
、
開
発
費
、
負
担
金
） 

④ 

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円

未
満
の
資
産
の
う
ち
、
税
務
会
計
上
で
一
時
に
損
金
に

算
入
し
て
い
る
も
の 

⑤ 

取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
で
、
税
務
会
計
上
３
年
間
で

一
括
償
却
し
て
い
る
も
の 

⑥ 
法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
又
は
所
得
税
法
第
67

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
（
売
買
扱
い
と
す

る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
）
資
産
で
取
得
価
格
が
20
万

円
未
満
の
も
の
（
地
方
税
法
施
行
令
第
49
条
た
だ
し

書
） 

【
申
告
期
限
】
令
和
６
年
１
月
31
日
（
水
） 

【
申
告
書
の
提
出
方
法
】 

 

役
場
へ
持
参
、
も
し
く
は
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
に
よ

る
電
子
申
告
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

【
申
告
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
】 

昨
年
度
、
町
様
式
で
申
告
（
紙
申
告
）
を
さ
れ
た
方
に
は

申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
申
告
書
ご
入
用
の
場

合
は
、
役
場
税
務
班
に
て
入
手
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

住
民
生
活
課
税
務
班 

電
話 

76-

２
１
１
５ 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
２
月
16
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場 

１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 
 

〇
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 
 

〇
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援 

事
業
所
の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
０
８
８-

８
５
４-

９
１
１
１ 

寺
家
地
区
火
災
見
舞
金
に
つ
い
て 

こ
の
た
び
は
、
寺
家
地
区
火
災
見
舞
金
の
寄
付
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
区
長

会
の
皆
様
、
集
金
等
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
、
大
変
お
手
数

を
お
か
け
し
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
合
計
２
８
４
，
８
０
０
円
の
見
舞
金
を
被
災

者
の
方
へ
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 
 

ま
だ
ま
だ
、
火
事
が
起
こ
り
や
す
い
季
節
が
続
き
ま
す
が
、

皆
様
気
を
付
け
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

76-

２
２
２
３ 

  



    令和 6（２０２4）年 1 月 10 日（3） 

 

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化 

推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て 

 

本
町
農
業
委
員
の
任
期
が
令
和
６
年
７
月
９
日
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
き
、「
農
業
委
員
」
及
び
「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
」

を
募
集
し
ま
す
。 

●
農
業
委
員
の
募
集
に
つ
い
て 

【
対
象
者
】 

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の

推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属

す
る
事
項
に
関
し
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
者 

【
定
数
】
14
人 

【
報
酬
】
本
山
町
の
条
例
に
基
づ
く 

●
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て 

【
対
象
者
】 

 

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す

る
者
で
担
当
す
る
区
域
内
に
お
い
て
、
農
地
等
の
利
用
の
最

適
化
の
推
進
の
た
め
の
活
動
が
で
き
る
者 

【
定
数
】
４
人
以
内
（
担
当
地
域 

本
山
町
全
域
） 

【
報
酬
】
本
山
町
の
条
例
に
基
づ
く 

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
応
募
に
つ
い
て
は

次
の
と
お
り
で
す
。 

【
応
募
受
付
期
間
】 

令
和
６
年
１
月
10
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
29
日
ま
で 

（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
） 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で 

   

  

【
応
募
方
法
】 

・
一
般
募
集
（
自
ら
応
募
） 

・
本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者
か
ら
の
推
薦 

・
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
団
体
か
ら
の
推
薦 

・
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
両
方
に
応
募
で

き
ま
す
が
、
兼
務
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

※
規
定
の
様
式
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
農
業
委
員
会
事
務
局

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
規
定
の
様
式
は
、
農
業
委
員
会
事

務
局
で
用
意
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
他
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
】 

農
業
委
員
会
事
務
局 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

本
山
町
生
活
応
援
地
域
振
興
券 

加
盟
店
舗
の
募
集 

 

本
山
町
で
は
、
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
物
価
高
騰
に
よ

り
影
響
を
受
け
た
町
内
の
商
工
業
者
の
支
援
と
、
地
域
に
お
け

る
消
費
を
喚
起
・
下
支
え
す
る
た
め
、
令
和
６
年
１
月
１
日
現

在
の
全
町
民
を
対
象
と
し
た
本
山
町
生
活
応
援
地
域
振
興
券

を
、
発
行
予
定
で
す
。
町
内
の
店
舗
で
幅
広
く
利
用
で
き
る
よ

う
、
加
盟
店
舗
を
募
集
し
ま
す
。 

【
加
盟
条
件
】 

 

町
内
で
商
工
業
を
営
む
事
業
者
（
支
店
・
営
業
所
を
含
む
） 

※
現
に
本
山
町
商
工
会
に
加
盟
し
て
い
る
事
業
者
は
、
申
込 

 

書
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
商
工
会
加
盟
店
以
外
の 

 

事
業
所
の
参
加
を
広
く
公
募
す
る
も
の
で
す
。 

【
加
盟
方
法
】 

「
本
山
町
生
活
応
援
地
域
振
興
券
取
扱
事
業
者 

登
録
申
請

書
」
及
び
「
誓
約
書
」（
本
山
町
商
工
会
備
付
も
し
く
は
本
山

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
商
工
会
に
提
出
。 

 

※
提
出
頂
い
た
事
業
所
は
、
加
盟
店
一
覧
表
に
掲
載 

【
申
し
込
み
期
限
】 

令
和
６
年
１
月
26
日
（
金
）
期
限
厳
守 

【
提
出
及
び
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

〒
７
８
１‐

３
６
０
１ 

本
山
町
本
山
４
９
４‐

１ 

 

本
山
町
商
工
会 

電 

話
76‐

２
１
６
０ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
76‐

３
９
６
０ 

 

本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、詳
細
を
公
開
し
て
い
ま
す
。 

h
ttp

s://w
w

w
.to

w
n
.m

o
to

ya
m

a
.k

o
c
h
i.jp

/ 

【
各
世
帯
へ
の
配
布
予
定
】 

① 

２
月
上
旬
よ
り
各
世
帯
に
送
付
予
定 

②. 

使
用
期
間 

令
和
６
年
３
月
上
旬
（
予
定
） 

～
令
和
６
年
５
月
３１
日
（
金
） 

③ 

額
面 

１
冊
￥
５
，
０
０
０
円
分
の
地
域
振
興
券 

（
５００
円×

10
枚
綴
） 

※
１
人
に
つ
き
１
冊
配
布
い
た
し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
産
業
振
興
班 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

１
月
19
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】 

役
場
２
階 

相
談
室
３ 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

  

https://www.town.motoyama.kochi.jp/


    令和 6（２０２4）年 1 月 10 日（4） 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご 

相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

１
月
18
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午 

【
場
所
】 

役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

 

【
行
政
相
談
員
】 

筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課  

電
話  
76-

２
２
２
３ 

 

食
べ
物
に
よ
る
窒
息
事
故
に
注
意 

 

食
べ
物
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
て
し
ま
う
窒
息
事
故
は
、
食
べ

物
を
か
む
力
や
飲
み
込
む
力
が
弱
い
高
齢
者
や
５
歳
ま
で
の
小

さ
な
子
ど
も
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。 

〇
食
べ
物
に
よ
る
窒
息
事
故
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト 

・
硬
く
て
か
み
砕
く
必
要
の
あ
る
豆
や
ナ
ッ
ツ
類
は
、
５
歳
以

下
の
子
ど
も
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
。 

・
果
物
、
野
菜
、
肉
、
魚
な
ど
の
固
く
か
み
切
り
に
く
い
食
べ

物
は
、
小
さ
く
切
っ
て
食
べ
さ
せ
る
。 

・
ミ
ニ
ト
マ
ト
や
ブ
ド
ウ
な
ど
の
球
状
の
食
べ
物
は
４
つ
に
切

る
、
ウ
イ
ン
ナ
ー
な
ど
の
細
長
い
棒
状
の
食
べ
物
は
縦
半
分

に 

切
る
な
ど
し
て
、
丸
ご
と
食
べ
さ
せ
な
い
。 

・
食
事
中
は
、姿
勢
を
よ
く
し
て
食
べ
る
こ
と
に
集
中
さ
せ
る
。

遊
ん
だ
り
、
動
い
た
り
、
泣
い
た
り
し
て
い
る
と
き
は
食
べ

さ
せ
な
い
。 

・
パ
ン
、
お
も
ち
、
ご
は
ん
は
、
小
さ
な
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、

小
学
生
や
大
人
で
も
事
故
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

口
に
詰
め
込
ま
な
い
。
飲
み
物
と
一
緒
に
少
し
づ
つ
、
よ
く

噛
ん
で
か
ら
飲
み
込
む
よ
う
に
気
を
つ
け
る
。 

 

〇
窒
息
時
の
対
処
法 

・
食
べ
物
に
よ
る
窒
息
事
故
が
起
き
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
す

ぐ
に
１
１
９
番
へ
連
絡
し
、応
急
手
当
を
開
始
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

使
っ
て
い
な
い
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
の 

解
約
忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う 

 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
（
以
下
「
サ
ブ
ス
ク
」
と
い
う
。）

と
は
、
定
額
を
定
期
的
に
支
払
う
こ
と
で
一
定
期
間
、
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。申
し
込
む

際
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
登
録
が
必
要
で
、登
録
し
た
あ
と

は
自
動
で
更
新
さ
れ
る
た
め
、
便
利
な
反
面
、
使
わ
な
く
な
っ

た
場
合
で
も
契
約
が
継
続
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
お
試
し
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
お
試
し

期
間
内
に
解
約
を
し
な
け
れ
ば
自
動
的
に
定
額
サ
ー
ビ
ス
に

移
行
し
、自
ら
解
約
し
な
い
限
り
支
払
い
が
続
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。申
し
込
む
際
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
利
用
規
約
や
解

約
方
法
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

・
解
約
は
事
業
者
の
定
め
る
方
法
で
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。申
し
込
み
時
に
登
録
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
名
や
パ
ス

ワ
ー
ド
等
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

・
利
用
し
て
い
な
い
サ
ブ
ス
ク
に
す
ぐ
気
付
け
る
よ
う
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
リ
ア
決
済（
電
話
料
金
と
ま
と
め
て

支
払
う
方
法
）な
ど
の
支
払
い
の
設
定
の
詳
細
は
毎
月
確
認

し
ま
し
ょ
う
。 

・
不
審
に
思
う
こ
と
、
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８
（
い
や
や
）」
に
電
話
を
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

高
知
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８-

８
２
４-

０
９
９
９ 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

※ お問い合わせは市町村窓口、または下記へお気軽にどうぞ。パンフレット等もございます。

　令和５年度自衛官等募集案内
合格発表募集種目 受付期間 試験期日資　　格

１８歳以上３３歳未満（注１）
年間を通じて行っており

ます。

注１　３２歳にあっては、採用予定月の末日現在において、33歳に達していない者(令和４年４月１日施行)

次回試験日

令和６年２月２３日～２５日

　　　　(学科Web試験)
　　　　令和６年３月３日(面接・身体検査)

試験時にお知らせします。自衛官候補生

Ｎ

 

自衛隊高知募集案内所 　ＴＥＬ（０８８）８２３－２００６ 

 


